
　
「
新
基
地
を
押
し
付
け
る
国
家
権
力
に
よ
る
不
当
な
選
挙
介
入
だ
」―

。

日
本
共
産
党
の
赤
嶺
政
賢
議
員
は
１
月
３
１
日
の
衆
院
予
算
委
員
会
で
、
米

軍
普
天
間
基
地
「
移
設
」
問
題
が
大
争
点
に
な
っ
て
い
る
沖
縄
県
宜
野
湾
市

長
選
挙
に
関
し
、
防
衛
省
沖
縄
防
衛
局
が
選
挙
介
入
し
て
い
た
疑
惑
を
内
部

告
発
を
も
と
に
追
及
。
委
員
会
に
衝
撃
が
走
り
ま
し
た
。
野
田
内
閣
が
沖
縄

県
民
の
総
意
を
踏
み
に
じ
り
、
新
基
地
建
設
に
暴
走
す
る
な
か
、
引
き
起
こ

し
た
疑
惑
で
す
。
質
問
の
要
旨
を
紹
介
し
ま
す
。

日本共産党

沖縄防衛局が選挙介入沖縄防衛局が選挙介入　赤嶺議員が暴露し追及
有権者リストを作成、職務中に局長が「講話」

宜
野
湾
市
在
住
の
職
員
及
び
選
挙
権
を
有
す
る
親
族
は
聴
講
す
る
よ
う
に…

選
挙
に
対
す
る
国
家
機
関
の
中
立
・
公
正
、
地
位
利
用
の
禁
止
に
違
反

　

赤
嶺
氏
が
暴
露
し
た
の
は
、
沖
縄
防
衛
局
の
総
務
部
総
務
課

人
事
係
が
局
内
各
部
の
庶
務
担
当
者
あ
て
に
送
っ
た
２
通
の
電

子
メ
ー
ル
。
メ
ー
ル
に
は
、
同
市
に
選
挙
権
の
あ
る
職
員
や
親

族
ら
の
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
対
象
者

を
集
め
て
真
部
朗
局
長
が
「
講
話
」

を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
４
日
付
文
書
は
「
宜
野
湾

市
在
住
の
職
員
及
び
宜
野
湾
市
に
選

挙
権
を
有
す
る
親
族
」
の
調
査
を
依

頼
。
１
８
日
付
で
は
そ
の
対
象
者
に

局
長
「
講
話
」（
２
３
日
午
後
４
時
、

２
４
日
午
前
１
０
時
）
を
「
必
ず
聴

講
す
る
」
よ
う
通
知
を
求
め
て
い
ま

す
。
指
定
さ
れ
た
時
刻
は
職
務
中
で

す
。

　

赤
嶺
議
員
は
告
発
メ
ー
ル
を
読
み
上
げ
、「
職
務
命
令
に
よ
っ

て
有
権
者
リ
ス
ト
を
つ
く
ら
せ
た
こ
と
は
極
め
て
重
大
だ
。
国

家
機
関
の
選
挙
に
対
す
る
中
立
公
正
義
務
、
選
挙
に
お
け
る
地

位
利
用
の
禁
止
に
反
す
る
」
と
批
判
。
議
場
内
が
騒
然
と
な
る

な
か
田
中
直
紀
防
衛
相
が
顔
を
こ
わ
ば
ら
せ
ま
し
た
。

赤
嶺
議
員　

国
家
権
力
に
よ
る
選
挙
の
自
由
へ
の
不
当
な
介
入

で
は
な
い
か
。
こ
ん
な
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
。

田
中
防
衛
大
臣　

至
急
確
認
す
る
。
委
員
会
出
席
前
に
事
務
次

官
か
ら
こ
う
い
う
質
問
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が

あ
っ
た
。
そ
う
い
う
事
実
は
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。

志位委員長　真相解明へ沖縄防衛
局長の証人喚問を要求
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党へ寄せられた２通の告発メール（日付は１月４日、１８日）

　日本共産党の志位和夫
委員長は３日に記者会見
し、今回の選挙介入問題
について、大きく三つの
深刻な問題点を指摘。党
の考えと今後の姿勢につ
いて明らかにしました。

　局長講話の要旨をみてもどちらの候補を事実
上応援しているかは明りょうで、選挙運動その
もの。国家公務員法や自衛隊法、公職選挙法な
どに反する疑いが濃い。全容究明のため防衛局
長の証人喚問を強く求める。講話の中身も、公
式の講話記録がないことはありえない。国会に
対して講話の記録の全体を提出するよう求めて
いきたい。法律にも憲法にも違反する疑いが強
く厳正な捜査を求める。

　名護市長選・市議選、沖縄県知事選、国政選
挙と過去５年にわたり同様の介入が行われてい
た事が判明。「国策」に沿って民意を歪め、誘
導するという選挙介入が常態化していた。本省
も含めた防衛省の組織ぐるみの行動ではないの
か徹底究明すべきだ。

　民意無視で無理やり宜野湾市辺野古に新しい
基地をつくる政府の姿勢そのものが問われてい
る。こうしたやり方を改め、米軍・普天間基地
の無条件の撤去という方向への方針の抜本的転
換が必要だ。

　

衆
院
予
算
委
員
会
は
２
月
３
日
、
沖
縄
防
衛
局
に
よ
る
宜
野

湾
市
長
選
介
入
問
題
で
集
中
審
議
。
真
部
局
長
（
参
考
人
）
は

講
話
の
目
的
に
つ
い
て
「
宜
野
湾
市
長
選
挙
は
私
ど
も
の
業
務

の
観
点
か
ら
重
要
な
選
挙
」「
職
員
と
し
て
き
ち
ん
と
の
ぞ
め

る
よ
う
に
し
た
い
と
考
え
た
」
と
述
べ
ま
し
た
。

　

赤
嶺
議
員
は
、
真
部
氏
に
対
し
「
選
挙
に
関
し
て
は
職
員
で

あ
る
前
に
一
有
権
者
だ
。
自
由
な
判
断
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。そ
の
有
権
者
に
局
の
立
場
で
の
ぞ
む
よ
う
徹
底
し
、

指
導
し
た
こ
と
に
な
る
」
と
指
摘
し
、
野
田
佳
彦
首
相
の
見
解

を
求
め
ま
し
た
。

赤
嶺
議
員　

講
話
が
一
般
的
な
選
挙
の
啓
発
活
動
で
は
な
く
、

国
家
権
力
に
よ
る
介
入
で
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
。

野
田
首
相　

政
治
的
中
立
性
、
公
正
性
の
点
で
批
判
や
懸
念
が

出
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
状
況
だ
。
し
っ
か
り
防
衛
省
と

し
て
調
査
し
、
適
正
に
対
応
を
し
て
ほ
し
い
。

衆
院
予
算
委
集
中
審
議
で
赤
嶺
議
員
追
及
。
無
法
な
選
挙
介
入
明
白
に　

「
講
話
は
業
務
の
一
環
」
と
防
衛
局
長
認
め
る

国
家
公
務
員
法
や
防
衛
省
職
員
に
適
用
さ
れ
る
自
衛
隊
法

は
、
国
家
公
務
員
に
よ
る
政
治
行
為
を
禁
止
。
ま
た
、
公

職
選
挙
法
は
、
公
務
員
の
地
位
利
用
に
よ
る
選
挙
運
動
を

禁
止
し
て
い
ま
す
。
国
家
権
力
に
よ
る
選
挙
介
入
は
、
憲

法
の
大
原
則
で
あ
る
国
民
主
権
を
根
底
か
ら
否
定
す
る
も

の
で
す
。

真部沖縄防衛局長の行動は、国家権力による
選挙への重大な介入

選挙への介入が宜野湾市長選にとどまらず常態化

野田政権が辺野古に米軍新基地を押し付けよう
とする強権的なやり方が今回の選挙介入を招いた


